
エムシーパートナーズ株式会社とエムシーパートナーズ株式会社の過半数労働者代表は、労働者

派遣法第30条の4第1項の規定に関し、次のとおり恊定する。

労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定

(対象となる派遣労働者の範囲)

第1条本協定は、全派遣従業員(以下「派遣社員」という。)に適用する。

2 派遣社員については、派遣先が変更される頻度が高いことから、中長期的なキャリア形成

を行い所得の不安定化を防ぐ等のため、本労使協定の対象とする。

3 甲は、派遣社員について、の労働契約の契約期問中に特段の事情がない限り、本協定の

適用を除外しないものとする

(賃金の構成)

第2条派遣社員の賃金は、基本給、時問外労働手当、深夜・休日労働手当及び通勤手当とする。
,

なお、前項の基本給については、その比較対象となる「伺穂の業務に従事する一般の労働

者の平均的な賃金の額に、退職手当相当額(5%)が含まれているため、これらを考慮し

て決定している

(賃金の決定方法)

第3条派遣社員の基本給及び賞与相当額の比較対象となる「同種の業務に従事する般の労働

者の平均的な賃金の額」は別表1のとおりとする。

a )比較対象となる伺種の業務に従事する一般の労働者の職種は、令和4午8月26日職発0認6

第 1号「令和5年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遺労働者の保護等に関

する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する般の労働者の平均

的な賃金の額」」等について(以下「通達」という。)に定める中分類 07開発技術者 08

製造技術者」「09建築・士木技術者」「Ⅱその他技術者」 13保健師、助産師等 25 ・般

事務」「器営業・販売関連事務の職業」「41居住施設・ビル等の管理 50生産設備制御・

監視(金属除く)」「能製品検査(金属除く)」「76清掃の職業とする

(2)通勤手当については、基本給とは分離し、第6条のとおりとする。

(3)地域調整については、通達に定める地域指数の都道府県単位にて調整する。

(4)退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する般の労働者の平均的な賃金の額に

ついては、通達の第3の4に定める合算により比較する方法とし、その額を別表1に定め

る額に5゜。を乗じた額 a 円未満端数切り上げ)とする

第5条エムシーパートナーズ株式会社は、第7条の規定による派遣社員の勤務評価を「基礎能

カ「勤務態度業務遂行能力などに墓づいて行った結果、職務の内容等について向上

が認められた場合は基本給の改定をおこなう。改定する場合には就業条件明水書により個

別に定め通知するものとする。

2 前項の定めにかかわらず、勤務評価の結果が著しく悪い場合は降給を行うことがある

第4条派遣社員の基本給は、別表1の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額

と同額以上であること満たした別表2のとおりとする。



第6条通勤手当は、通勤に要する実費に相当する額を支給する。その取扱いは

則』を適用する。

(賃金の決定に当たっての評価)

第7条基本給は、派遣開始後に年H田定期的に行う公正に尖施された勤務評価の結果に基づき

決定する。

(賃金以外の待遇)

第8条教育訓練(次条に定めるものを除く。)、福利厚生その他の賃金以外の待遇については、

職務の内容、当該職務の内容及びその他の事情を勘案して通常の労働者(派遣労働者を除

く。)との均等・均衡待遇を保つものとする。

(教育訓練)

第9条労働者派遣法第30条の2に規定する教育訓練については、労働者派遣法に基づき別途定

める「エムシーパートナーズ・キャリアアップに資する教育司1様東実施,1画に従って実施

する。

(その他)

第 10条本協定に定めのない事項については、別途、労使で誠実に協議する。

(2)本協定に定めた事項についても、労使で誠実に協議して合意したものについては改定す

る。

通勤狩補助規

(有効期問)

第 H 条本協定の有効期問は、 2023年4 門 1日から 2024年3月31日までの 1年問とする

過半数労働者代表

即器年

エムシーパートナーズ株式会社

愛知オフィス

3月 16日
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別表1 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額(基本給及び賞与の関係)

職業安定業務統計地域指数 愛知県 1053

9 辻染・土ホ技術吉誹

Ⅱ その他の技術占

職業安定業務統計値

地域調整単価

13 {杲健師、助産罰等

地域調整単価

職菜安定粲務統計価

地域畑整単価

職菜安定業務統計位

地域調整単価

職業安定築鞠統計位

地域畑整単価

肱業安定業務統計価

地域四整単価

職業安定業務統計位

地域佃整単価

職業安定業務統計位

地域畑整単価

職業安定業務毓計位

地域加整単価

職業安定業務統計値

地域畑整単価

職業安定業務統計位

地域加整単価

0年

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

1年0.5年

1,418

生産設備(金属除く)50

1,315

62 製晶輪告(金属除く)

1,319

1,503

1,408

1,294

1,414

1,361

1,611

1,502

2年

1,103

1,386

1,507

災「令和2年職業安定業務統計」の中分頚に該当する業務

1,207

1,459

1,718

1,628

1,219

1,182

1,479

1,634

1,134

1,294

1,556

1β62

1,081

1,306

1,261

1,602

1,144

1,215

1,380

1,686

1,159

1,393

1,366

1,226

1296

1,496

1,236

1307

1,404

1,339



別表2 対象従業員の基本給及び賞与相当額

中分類

7 卯発技術ι

9 珪妥・土木技締老導

"

"応する一般の労樹老の平均的な賃金の額

モの他の技細主

封島本る一般の労田者の平均的む貨金の額

茎本給・賞与相当額

退職金5%含む金額

退載金5%含む金額

"師オる一般の労田升の平均的な貨金の額

茎本給・賞与相当噸

退駐金5%含む金額

茎本給・賞与相当額

28 営桑・賑売閏速串覇の鱗業

対応ずる一於の労働者の平均的"貸金の額

SI

0年

1,315

dl

1.315~

1,381~

対応する一般の労田訓の平均的な貨金の

茎本給・賞与相当額

爲住筋詮'ビル跡の普理

退斑金5%含む金額

50

S2

05年

1,319~

1,399~

対叱ずる一般の労働老の平均的な賃金の額

基本給・貫与相当額

退載金50。含む金韻

茎本給・賞与相当額

9

生彦設幟彬1娜・註1只t金晶除く)

退罷金5%含む金額

1.408

1,408~

1,479~

62 製品蛾音{金属除0

1,503~

1,594~

3

S3

1年

1,414~

1,499~

d

1,294~

1.372~

対充tる一般の労惜老の平均的な賃金の額

甚本給・賞与相当額

4

1,502

退斑金5%含む金額

1,502~

1,578~

1,611~

1,708~

1,361~

1,443~

"島ヰる一般の労田岩の平均的な賃金の額

基本給・賞与相当頗

甚本給・賞与相当額

S4

2年

退職金5%含む金額

1,507~

1,598~

1

退駐金5%含む金額

対応する一般の労佃老の平均的な賃金の額

茶寒給・賞与相当額

1,386

1,470~

1,103~

1,170~

1.628

3

1,628~

1,710~

1,718~

1,822~

8

1,459

1,547~

1.207~

1,280~

7

1,634

1,733

退職金5%含む金額

1,479~

1,568~

9

82

1,182~

1,253~

鷲上記堤中金額U 「令和2年舗窯安定燕務琥:U と向一の金帥で占る。

棄退黄金支給対叡Jfι二斗本給・賞与縮当額に6%を乗じた飢を逗壷金相当額として芋*蛤及び貧与相当額とあわせて支給する

1,219

1,293

茎本給・賞与相当額

退熨金50含む金額

1,862

1,974

1,556~

1,650~

6

1,294~

1,372~

'

1,134

1,203

1,602

1,699

1,261~

1,337~

61

1,306

1,385~

1,081

1,146~

1,686

1,788

1,380~

1,463~

80

1,215

1,288

'4

1,144~

1,213

1,366

1,448

1,393~

1,47フ~

1,159~

1229~

1,496

1,586

1,296~

1,374~

1,226

1,300~

1,511

1,602~

1,236~

1,311~

1,40

1,48

1,307~

1,386~

1,339

1,420

1,41

1,5


